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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第57期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 2,501,6392,529,37010,918,902

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△158,391 28,764 37,849

四半期純利益又は四半期（当期）純損失(△)（千円） △133,952 5,406 △221,376

純資産額（千円） 15,669,13415,572,54715,550,380

総資産額（千円） 17,291,60417,041,99217,442,400

１株当たり純資産額（円） 1,613.121,603.551,600.41

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△13.82 0.56 △22.83

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） 90.4 91.2 88.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
274,934 133,4851,240,467

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△37,553△115,983△244,369

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△44,330 △44,519 △49,173

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,306,7422,042,3572,062,780

従業員数（人） 1,243 970 1,068

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益額については、潜在株式が存在していないため記載して

おりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 970

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数については従業員数の100分の10未満のため記載を省略しており

ます。

２．従業員数が当第１四半期連結会計期間において98名減少しましたのは、木材関連事業の組織や海外での生

産活動の再編によるものであります。　

(2)　提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 369

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数については従業員数の100分の10未満のため記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績及び受注状況

　当社グループの生産品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも

一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは

数量で示すことはしておりません。

　このため生産等の状況については、「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」におけるセ

グメント業績に関連付けて示しております。

(2) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）　

木材関連事業 2,195,985 －

電線関連事業 333,384 －

合計 2,529,370 －

　（注）１．セグメント間取引については、消去しております。

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

住友林業㈱ 650,344 26.0 636,082 25.1

丸紅建材㈱ 435,886 17.4 440,406 17.4

三井住商建材㈱ 414,746 16.6 406,210 16.1

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第１四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

(1) 業績の状況

　当第１四半期におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善が見られるなど復調の兆しを含みな

がらも、依然として厳しい雇用情勢や株価の低迷により景気の本格的な回復には至らないまま推移いたしました。

　当業界におきましては、所得減少並びに雇用不安から依然として新築市場は本格的回復には至っていないものの、

住宅ローン減税、贈与税の軽減措置の拡大及び住宅エコポイント制度など諸施策の効果により、持家の新設住宅着

工戸数が8か月連続前年比増加するなど、一部に持ち直しの兆しが見られますが、住宅着工戸数全体を押し上げるに

は至らず、低水準に推移しております。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は2,529百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業利益は4百万円（前年同四半

期は営業損失155百万円）、受取賃貸料22百万円、受取配当金5百万円、受取利息4百万円、持分法による投資損失10百

万円等により、経常利益は28百万円（前年同四半期は経常損失158百万円）、資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額11百万円、訴訟関連損失10百万円等により、四半期純利益は5百万円（前年同四半期は四半期純損失133百万

円）となりました。　
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セグメントの業績は次のとおりであります。

①木材関連事業

　木材関連事業におきましては、拡販製品であるＶシリーズ（中段・枕棚）、枕棚Ｃハンガーパイプ、床材ビー

トメイプル、オドア、アートランバー（ポリ・メラミン・大判）、ブックシェルフ、ミロート等の販売に努めて

まいりました。製造部門では、引続き製品加工の集約化、効率化、内製化等によるコストダウンを図りました。ま

た、生産の効率化を図るための海外子会社の一本化による効果も影響し、売上高2,195百万円、セグメント利益

は20百万円となりました。

②電線関連事業

　電線関連事業におきましては、公共工事の発注水準は依然低く、民間工事においては大口物件が減少したこと

により、受注競争は一段と熾烈なものとなり、価格もデフレ傾向が続くという厳しい環境での事業展開となり

ました。結果、売上高333百万円、セグメント損失15百万円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権が

大幅に減少したことなどから前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、2,042百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、増加した資金は133百万円（前年同四半期比51.4％減）となりました。

　これは主に減少要因として、仕入債務の減少額207百万円、また、増加要因としては、売上債権の減少額263百万

円、たな卸資産の減少額127百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、支出した資金は115百万円（前年同四半期比208.8％増）となりました。

　これは、主に有形固定資産の取得による支出66百万円、無形固定資産の取得による支出45百万円等によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、支出した資金は44百万円（前年同四半期比0.4％増）となりました。

　これは、主に配当金の支払額44百万円等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、12百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第１四半期会計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、売却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,095,800 10,095,800
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株　

計 10,095,800 10,095,800 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年４月１日～　

平成22年６月30日　
－ 10,095,800 － 2,121,000 － 1,865,920

　

(6) 【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　　
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(7) 【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　401,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　9,543,000 9,543 －

単元未満株式 普通株式　　　151,800 －
一単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 　　　　10,095,800 － －

総株主の議決権 － 9,543 －

 

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

南海プライウッド㈱
高松市松福町一丁目

15番10号
401,000 － 401,000 3.97

計 － 401,000 － 401,000 3.97

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 355 320 307

最低（円） 305 281 291

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、西日本監査法

人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,048,564 2,073,187

受取手形及び売掛金 3,707,540 3,969,928

商品及び製品 730,412 668,051

仕掛品 544,002 546,963

原材料及び貯蔵品 1,248,917 1,432,186

その他 485,483 396,632

貸倒引当金 △73,602 △69,257

流動資産合計 8,691,318 9,017,691

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,523,831 6,490,871

減価償却累計額 △4,703,642 △4,646,540

建物及び構築物（純額） 1,820,189 1,844,330

機械装置及び運搬具 6,820,099 6,796,722

減価償却累計額 △6,212,920 △6,154,406

機械装置及び運搬具（純額） 607,178 642,316

工具、器具及び備品 394,984 392,704

減価償却累計額 △353,027 △348,251

工具、器具及び備品（純額） 41,956 44,453

土地 4,500,775 4,498,429

建設仮勘定 74,104 34,783

有形固定資産合計 7,044,205 7,064,313

無形固定資産

その他 126,507 125,821

無形固定資産合計 126,507 125,821

投資その他の資産

投資有価証券 553,760 596,474

その他 626,602 638,502

貸倒引当金 △402 △403

投資その他の資産合計 1,179,961 1,234,573

固定資産合計 8,350,674 8,424,708

資産合計 17,041,992 17,442,400
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 594,810 803,917

短期借入金 100,000 100,000

未払金 217,894 342,882

未払費用 73,807 63,840

未払法人税等 27,513 14,723

未払消費税等 50,302 82,988

賞与引当金 57,223 93,386

デリバティブ債務 54,357 91,951

その他 77,857 68,363

流動負債合計 1,253,767 1,662,054

固定負債

退職給付引当金 139,272 149,101

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

環境対策引当金 4,708 －

資産除去債務 12,176 －

その他 49,380 70,724

固定負債合計 215,677 229,965

負債合計 1,469,445 1,892,020

純資産の部

株主資本

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 11,790,543 11,833,606

自己株式 △128,099 △127,957

株主資本合計 15,649,363 15,692,568

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △22,685 2,891

繰延ヘッジ損益 △32,559 △55,079

為替換算調整勘定 △50,048 △126,047

評価・換算差額等合計 △105,293 △178,235

少数株主持分 28,477 36,046

純資産合計 15,572,547 15,550,380

負債純資産合計 17,041,992 17,442,400
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 2,501,639 2,529,370

売上原価 1,883,404 1,698,577

売上総利益 618,235 830,792

販売費及び一般管理費

発送運賃 180,463 182,773

報酬及び給料手当 245,571 239,355

賞与引当金繰入額 26,821 24,947

退職給付費用 6,239 10,860

その他 315,001 368,259

販売費及び一般管理費合計 774,097 826,195

営業利益又は営業損失（△） △155,862 4,596

営業外収益

受取利息 5,144 4,733

受取配当金 5,074 5,129

受取賃貸料 21,720 22,684

その他 5,108 5,329

営業外収益合計 37,048 37,877

営業外費用

支払利息 682 324

為替差損 34,162 2,346

持分法による投資損失 － 10,879

その他 4,731 159

営業外費用合計 39,576 13,709

経常利益又は経常損失（△） △158,391 28,764

特別利益

前期損益修正益 14,308 －

固定資産売却益 913 1,137

貸倒引当金戻入額 1,322 －

特別利益合計 16,544 1,137

特別損失

固定資産売却損 19 －

固定資産除却損 278 250

投資有価証券評価損 1,004 －

訴訟関連損失 － 10,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,602

その他 － 4,708

特別損失合計 1,302 26,561

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△143,149 3,340

法人税、住民税及び事業税 11,764 21,866

法人税等調整額 △22,840 △22,163

法人税等合計 △11,076 △296

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,637

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,879 △1,769

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,952 5,406
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△143,149 3,340

減価償却費 108,516 94,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,510 －

受取利息及び受取配当金 △10,219 △9,863

支払利息 682 324

為替差損益（△は益） 28,563 781

持分法による投資損益（△は益） 4,015 10,879

有形固定資産売却損益（△は益） △893 △1,137

固定資産除却損 278 250

売上債権の増減額（△は増加） 2,804 263,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 368,718 127,674

仕入債務の増減額（△は減少） △39,620 △207,406

差入保証金の増減額（△は増加） △13,997 △4,015

その他 △9,918 △151,099

小計 283,268 127,660

利息及び配当金の受取額 12,061 11,716

利息の支払額 △678 △324

法人税等の支払額 △19,716 △5,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,934 133,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,800 △1,801

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △27,906 △66,213

有形固定資産の売却による収入 2,347 3,763

無形固定資産の取得による支出 △2,487 △45,756

投資有価証券の取得による支出 △3,500 －

短期貸付けによる支出 △58,000 △15,000

短期貸付金の回収による収入 45,000 －

長期貸付金の回収による収入 2,812 3,075

その他 △18 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,553 △115,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △430 △141

配当金の支払額 △43,899 △44,377

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,330 △44,519

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,729 6,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197,780 △20,423

現金及び現金同等物の期首残高 1,108,962 2,062,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,306,742

※
 2,042,357

EDINET提出書類

南海プライウッド株式会社(E00635)

四半期報告書

13/23



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）　

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ40千円減少し、税金等調整前四半期

純利益は、11,642千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は12,159千円であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

１．前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「持分法による投資

損失」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「持分法による投資損失」は4,015千円

であります。

２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率の合理的な

基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 　四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部実地棚卸を省略

し、前連結会計年度に係る実地棚卸を基礎として合理的な方法により算定し

ております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らか

なものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行うことにより算

定しております。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法　

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっております。　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前

連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用して算定しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　１．受取手形割引高 30,000千円 　１．受取手形割引高 40,000千円

　２．偶発債務 　２．偶発債務

　当社製品の補償についてミサワホーム株式会社よ

り契約不履行として平成17年５月12日に3,245千円

（第一次訴訟）、平成19年６月4日に594,649千円

（第二次訴訟）の損害賠償請求訴訟を提起され、現

在第一次訴訟の係争中であります。また、平成20年4

月17日にミサワホーム株式会社より第二次訴訟の請

求額を2,430,834千円とする請求拡張の申立てが、平

成20年５月19日には第一次訴訟の請求額を1,964千

円に減縮する申立てが行われております。この請求

拡張額は、現実に損害が発生していない将来請求分

が大半であるため、ミサワホーム株式会社より証拠

提出はなされておらず、そのために第二次訴訟は進

行が中断した状態となっております。これに関連し

て当社はクレーム補償工事代金として、大日本印刷

株式会社へ第一次訴訟及び第二次訴訟と同額の損害

賠償請求を東京地方裁判所へ提訴しました。

　平成21年12月17日に東京地方裁判所より、ミサワ

ホーム株式会社に対し、1,964千円の支払いを命ずる

第一次訴訟の判決の言い渡しを受けました。当社と

いたしましては、速やかに東京高等裁判所へ控訴の

手続を行い、本判決の是正を求めていく方針であり

ます。

　また、同時に東京地方裁判所は、第一次訴訟で大日

本印刷株式会社の全面的な瑕疵を認め、損害賠償金

額3,274千円の金額を大日本印刷株式会社の負担と

する判決を下しております。これに伴い当社はミサ

ワホーム株式会社より拡張請求されている損害賠償

金額を、大日本印刷株式会社へ拡張請求することと

いたしました。

　なお、当四半期において請求拡張の申立てを受けた

2,430,834千円（第一次請求拡張、平成20年４月17

日）に対する一部弁済として、特別損失10,000千円を

計上しております。

さらに、平成22年８月３日に請求拡張の申立てとし

て2,430,834千円から2,491,767千円へ増額する第二

次請求拡張を受けました。この申立ての請求拡張は、

第一次請求拡張以降ミサワホーム株式会社が補修工

事対応を進めており、平成22年２月28日時点での補修

工事対応状況を反映した損害賠償の請求であります。

　当社はこれまでどおり、これらの訴状への反論を行

い、当社の正当性を主張してまいります。

　なお、これらの訴訟の結果を現時点で予測すること

はできません。　

　当社製品の補償についてミサワホーム株式会社よ

り契約不履行として平成17年５月12日に3,245千円

（第一次訴訟）、平成19年６月4日に594,649千円

（第二次訴訟）の損害賠償請求訴訟を提起され、現

在第一次訴訟の係争中であります。また、平成20年4

月17日にミサワホーム株式会社より第二次訴訟の請

求額を2,430,834千円とする請求拡張の申立てが、平

成20年５月19日には第一次訴訟の請求額を1,964千

円に減縮する申立てがおこなわれております。この

請求拡張額は、現実に損害が発生していない将来請

求分が大半であるため、ミサワホーム株式会社より

証拠提出はなされておらず、そのために第二次訴訟

は進行が中断した状態となっております。これに関

連して当社はクレーム補償工事代金として、大日本

印刷株式会社へ第一次訴訟および第二次訴訟と同額

の損害賠償請求を東京地方裁判所へ提訴しました。

　当社としましては、当該請求拡張の申立てにより係

争の事実関係には影響するものではなく、直ちに当

社の負担額が増加するとは考えておりません。

　平成21年12月17日に東京地方裁判所より、ミサワ

ホーム株式会社に対し、1,964千円の支払いを命ずる

第一次訴訟の判決の言い渡しを受けました。当社と

いたしましては、速やかに東京高等裁判所へ控訴の

手続を行い、本判決の是正を求めていく方針であり

ます。

　また、同時に東京地方裁判所は、第一次訴訟で大日

本印刷株式会社の全面的な瑕疵を認め、損害賠償金

額3,274千円の金額を大日本印刷株式会社の負担と

する判決を下しております。これに伴い当社はミサ

ワホーム株式会社より拡張請求されている損害賠償

金額を、大日本印刷株式会社へ拡張請求することと

いたしました。

　なお、これらの訴訟の結果を現時点で予測すること

はできません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,311,741

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,999

現金及び現金同等物 1,306,742

 （千円）

現金及び預金勘定 2,048,564

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,207

現金及び現金同等物 2,042,357

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  10,095千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 402千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月６日

取締役会
普通株式 48,469 利益剰余金 5 平成22年３月31日平成22年６月25日
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
木材関連事業
（千円）

 
電線関連事業
（千円）

 
計

（千円）
 
消去又は全社
（千円）

 
連結
（千円）

 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 2,189,751 311,887 2,501,639 －  2,501,639 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－  57 57 (57) －  

計 2,189,751 311,944 2,501,696 (57) 2,501,639 

営業利益 △142,247 △13,615 △155,862 －  △155,862 

           

　（注）１．事業区分の決定方法

事業は商品又は製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

木材関連事業 天井材、収納材、床材、製材品、荷役、原材料及び製品の運送業

電線関連事業 電線電気機器

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、木質建築内装材の製造及び販売並びに電線電気機器の販売等を営んでおり、製品又は商品について

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社は生産販売体制を基礎とした製品又は商品別のセグメントから構成されており、「木材関

連事業」、「電線関連事業」２つを報告セグメントとしております。　

　「木材関連事業」は、天井材、収納材、床材等を製造及び販売を行っております。「電線関連事業」は、電線、

電気機器等の販売を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）　

　 （単位：千円）

 木材関連 電線関連 合計 調整額

四半期連結損
益計算書計上
額
（注）

売上高      

外部顧客への売上高 2,195,985333,3842,529,370 － 2,529,370
セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ 2,125 2,125 △2,125 －

計 2,195,985335,5102,531,496△2,1252,529,370

セグメント利益又は損失

（△）
20,486△15,889 4,596 － 4,596

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。　

　

（追加情報）　

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　

　該当事項はありません。

　　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）　

　該当事項はありません。　

EDINET提出書類

南海プライウッド株式会社(E00635)

四半期報告書

18/23



（資産除去債務関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　

　資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動があ

りません。　

　

（注）　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しているため、前連結会計年度の末日における残高に代えて、当第１四半期連結会計期間の期首にお

ける残高としております。

　

（賃貸等不動産関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　

　賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,603.55円 １株当たり純資産額 1,600.41円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △13.82円 １株当たり四半期純利益金額 0.56円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △133,952 5,406

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△133,952 5,406

期中平均株式数（千株） 9,695 9,693

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）　

　平成22年８月３日に請求拡張の申立てとして2,430,834千円から2,491,767千円へ増額する第二次請求拡張を受

けました。この申立ての請求拡張は、第一次請求拡張以降ミサワホーム株式会社が補修工事対応を進めており、平

成22年２月28日時点での補修工事対応状況を反映した損害賠償の請求であります。

　当社はこれまでどおり、これらの訴状への反論をおこない、当社の正当性を主張してまいります。なお、これらの

訴訟の結果を現時点で予測することはできません。

　

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりますが、リース取引の四半期連結貸借対照表計

上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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２【その他】

平成22年５月６日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………48,469千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年６月25日

　（注）平成22年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月10日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 梶　田　　滋 　 　印

 業務執行社員  公認会計士 山　内　重　樹  　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている南海プライウッド株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、南海プライウッド株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　追記情報　

　　四半期連結貸借対照表の注記事項２．偶発債務に、損害賠償請求訴訟に関する記載がなされている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　　

  

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月９日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 梶　田　　滋 　 　印

 業務執行社員  公認会計士 山　内　重　樹  　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている南海プライウッド株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、南海プライウッド株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　　

　追記情報　

　　四半期連結貸借対照表の注記事項２．偶発債務に、損害賠償請求訴訟に関する記載がなされている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　　

  

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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